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第３期船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に対する意見募集（パブリック・コメント）の結果について 

 

第３期船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対して市民の皆様からお寄せいただきました御意見及びそれに対する本

市の考え方について、取りまとめましたので公表します。 

 

１．意見募集（パブリック・コメント）の実施概要 

 

（１） 意見の募集期間 

令和６年１２月１５日（日）～令和７年１月１４日（火） 

 

（２） 意見の募集方法 

○広報ふなばし（令和６年１２月１５日号）、Ｘ、ふなっぷ及び市ホームページに意見募集（パブリック・コメント）のお知ら

せ掲載 

○政策企画課、行政資料室、船橋駅前総合窓口センター、各出張所・連絡所、各公民館、各図書館及び市ホームページにおい

て、第３期船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）を公表 

 

（３） 意見を提出できる方 

○市内に住所を有する方 

○市内に通勤または通学されている方 

○この案に関し利害関係を有する方（市内で事業を営む方など） 

 

（４） 意見の提出方法 

郵送、ＦＡＸ、電子メール、直接持参、オンライン申請システムのいずれかの方法 

 

（５） 意見の数 

３件 （提出者数３名（電子メール２名、オンライン申請システム１名）） 
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２．お寄せいただいた御意見と市の考え方 

№ 
基本 

目標 
施策 ご意見 意見に対する市の考え方 

1 － － フレグランスフリー（無香料化）への取り組みをお願い致します。 

過度な人工香料も大気汚染の一つといえます。まちの空気が汚れていれば、ひと

の健康は損なわれ、子供が学校へ通えない、しごとに就くことができなくなる事もあ

ります。人権にも関わる問題です。 

住宅街は外干しの洗濯物の香料が充満しています。虫や鳥などの生物、農作物

へも影響も心配です。SDGs さまざまな取り組み全てに関係しています。 

空気は選べません。避ける事もできません。香害の啓発や、化学物質過敏症の周

知、市として、フレグランスフリーに取り組んでいただけますようお願い致します。 

船橋市の姉妹都市、ヘイワード市があるカリフォルニア州では、 公衆衛生局が、フ

レグランスフリーを推進しています。 

姉妹都市からの留学生たちも安心して船橋市の空気環境で過ごせるよう願いま

す。 

本市では香りに困っている方について、市ホ

ームページ等にて周知及び配慮を呼び掛

けております。 

引き続き、国から発信されている情報を周

知してまいります。 

２ － － ●SDGs との関連について 

基本目標ごとに関連する SDGsのゴールを示していますが、 

⑤ジェンダー平等を実現しよう 

⑥安全な水とトイレを世界中に 

⑦エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

に関連する記載がありません。 

安全な水とトイレを世界中に、については、日本は基本的には水もトイレも整ってい

るので、地方自治体レベルで関連事項がないのはわかるのですが、ジェンダー平

等とエネルギーについて、本当に何もないのでしょうか？ 

「総合戦略」であるように、幅広い内容を取り扱う中で、何もないのでしょうか。 

総合戦略策定の背景として人口減少と書かれていますが、地方から女性が出て

いってしまう背景の一つとして、ジェンダー不平等の問題が指摘されています。 

第３期船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦

略は、基本目標の実現に資する取り組みを

位置付け、関連する主な SDGs のゴール

を示しています。 

本市のエネルギーに関する施策としては、

省エネ・再エネなどの取り組みがあり、地球

温暖化への対策として重要なものと認識し

ていますが、総合戦略においては、各基本

目標の実施への関連の強い取組みを計画

に掲載しています。 

また、ジェンダー平等は重要な視点として

捉えており、各基本目標すべてに関連する
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№ 
基本 

目標 
施策 ご意見 意見に対する市の考え方 

船橋市は東京にも近い首都圏の中核市ではあるものの、中長期的に考えて、人

口減少を防ぐために、ジェンダー平等の視点は重要だと思いますので、ご検討いた

だきたいです。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

ものと認識しています。このことから各基本

目標にＳＤＧｓのゴールを示すのではなく、

18 ページ「目指すべき将来の方向」に、性

別などに関わらず、お互いの個性や価値観

を理解し、尊重し合える環境を整え、誰もが

活躍できる社会の必要性を記載していま

す。 

３ － －  「地域防災力の向上」の取り組みとして、ハザードマップのデジタル化を挙げてい

たが、これは現在、整備済みではないのか。今後は、デジタル化されたハザードマ

ップの何を発展させていくのか。 

ハザードマップのデジタル化は令和５年度

末に整備を完了しており、現在、市のホー

ムページにおいて公開を行っております。 

今後につきましては、災害情報等に変更が

生じた場合に更新するとともに、さらにハザ

ードマップの利便性向上について検討して

まいります。 
 


